
【審査の迅速化】
在留資格認定証明書交付申請に係る審査について、標準処理期間が1か月から3か月
となっているところを、10日程度に短縮します。

【審査に係る提出書類の簡素化】
東京都が認定する企業*に就労予定の外国人が入国管理局に在留資格認定証明書交付
申請を行う際、企業認定申請に際して企業が東京都へ提出した書類のうち、在留資格
の申請手続きに必要となる書類が東京都から入国管理局に回付された場合には、重ね
ての提出は不要です。

*「アジアヘッドクォーター特区内に設立された外国企業の認定に関する要綱」により認定を受けた企業
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